
第

五

百

八

十

九

号

令

和

七

年

五

月

十

三

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定

(

地
域
福
祉
課)

一
九
七
ペ
ー
ジ

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

一
九
八

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

一
九
八

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
九
九

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
所
在
地
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

一
九
九

○
指
定
医
療
機
関
の
休
止
の
届
出

(

同

)

一
九
九

○
医
療
機
関
の
指
定
辞
退

(
同

)

一
九
九

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

二
〇
〇

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)

二
〇
〇

○
公
金
事
務
の
委
託

(

子
育
て
支
援
課)

二
〇
一

○
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
の
解
除

(

文
化
伝
承
課)
二
〇
一

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
解
除

(

砂

防

課)
二
〇
一

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

二
〇
一

○
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定

(

同

)

二
〇
二

○
公
金
事
務
の
委
託

(

教
育
財
務
課)

二
〇
二

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

教
育
財
務
課)

二
〇
三

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

図

書

館)

二
〇
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

三
城
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
垣
市
上
面
二
丁
目
六
一
番
地

令
和

七
・

三
・

一

と

き

薬

局

小

泉

多
治
見
市
小
泉
町
八
―
一
二
九
―
一

同

阪
神
調
剤
薬
局

多
治
見

店

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一
〇
八
―
五
―

一
〇
一

同

ユ
ニ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
寿
薬

局

中
津
川
市
付
知
町
広
島
野
二
七
一
一
―

一

同

ユ
ニ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
お
ん

せ
ん
薬
局

下
呂
市
森
字
上
ケ
平
二
三
三
一
―
三

同

株
式
会
社

ウ
ラ
タ
薬
局

関
山
田
店

関
市
山
田
九
七
七
―
四

令
和

七
・

三
・
一
二
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
五
月
十
三
日



�
井
の
り
こ
レ
デ
ィ
ー
ス

ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
那
加
日
新
町
七
丁
目
一
五
番

地

令
和

七
・

四
・

一

各
務
原
ま
つ
お
ク
リ
ニ
ッ

ク

各
務
原
市
各
務
山
の
前
町
四
丁
目
二
八

四
番
地

同

み
ず
な
み
在
宅
ク
リ
ニ
ッ

ク

瑞
浪
市
薬
師
町
二
丁
目
八
九
第
二
フ
ァ

ー
ス
ト
ビ
ル
Ｄ

同

か
し
の
木
ク
リ
ニ
ッ
ク

不
破
郡
垂
井
町
府
中
二
三
二
九
―
一

同

ハ
ー
モ
ニ
ー
調
剤
薬
局

御
殿
町
店

大
垣
市
御
殿
町
二
丁
目
二
四
番
地

同

よ
し
み
薬
局

宮
前
店

多
治
見
市
宮
前
町
二
丁
目
一
―
五

同

Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

各
務
原

西
薬
局

各
務
原
市
那
加
日
新
町
七
丁
目
一
四
番

同

世
界
ち
ゃ
ん
と
モ
ゲ
ル
丸

先
生
の
元
気
な
在
宅
ク
リ

ニ
ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
五
丁
目
一
七

一
番
地
一

同

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社

エ
ン

ハ
ン
ス

本
巣
郡
北
方
町
北
方

一
三
一
八
番
地
の
六

Ｒ
ｅ
Ｓ
Ｔ
訪
問
看

護
・
リ
ハ
ビ
リ
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

関
市
緑
ケ
丘
二
丁
目

六
―
二
八

令
和�･�･��

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

三
城
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
垣
市
上
面
二
―
六
一

令
和

七
・

二
・
二
八

田

口

歯

科

医

院

高
山
市
川
原
町
五
〇

同

と
き
薬
局

小
泉

多
治
見
市
小
泉
町
八
―
一
二
九
―
一

同

阪
神
調
剤
薬
局

多
治
見

店

多
治
見
市
前
畑
町
五
―
一
〇
八
―
五
―

一
〇
一

同

ア
イ
セ
イ
薬
局

付
知
店

中
津
川
市
付
知
町
広
島
野
二
七
一
一
―

一

同

ア
イ
セ
イ
薬
局

下
呂
店

下
呂
市
森
字
上
ケ
平
二
三
三
一
番
三

同

あ

い

薬

局

関
市
山
田
九
七
七
番
地
四

令
和

七
・

三
・
一
一

森

下

小

児

科

多
治
見
市
宝
町
六
―
一

令
和

七
・

三
・
二
六
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岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰

国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

い
そ
ざ
き
歯
科
・
矯

正
歯
科

旧

い
そ
ざ
き
歯
科

瑞
穂
市
穂
積
一
三
―
三

令
和

七
・

三
・

一

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
そ
の
所
在
地
を
変
更
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

変

更

年
月
日

株
式
会
社
南
谷

不
破
郡
垂
井
町
二
〇

〇
八
番
地
の
一
八

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
南
西

新

不
破
郡
垂
井
町

二
〇
〇
八
番
地

の
一
八

旧

不
破
郡
垂
井
町

清
水
一
丁
目
一

二
六
番
地

令
和�･�･�

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
休
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

休

止

年

月

日

児
玉
レ
デ
ィ
ス
ク
リ
ニ
ッ

ク

大
垣
市
高
砂
町
一
―
三
一

令
和

七
・

一
・

一

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
一
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の

で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例

に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

名

称

所

在

地

指
定
辞
退
年
月
日

医
療
法
人
ｍ
ｉ
ｒ
ａ
ｉ
ｅ

杉
山
歯
科
医
院

大
垣
市
新
馬
場
町
一
〇
―
五

令
和

七
・

五
・

一

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

廃

止

年

月

日

小

池

達

也

可
児
市
広
見
五
〇
―
二

居
宅
療
養

管
理
指
導

こ
い
け
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

可
児
市
広
見
二
二
―
一

令
和

七
・

四
・
三
〇

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

医
療
法
人
社
団

恵
眞
会

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
八

七
三
番
地

居
宅
療
養

管
理
指
導

新

Ｉ
ｈ
ａ
ｎ
ａ
歯
科
岐
阜

旧

三

輪

歯

科

医

院

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
八

七
三
番
地

令
和

七
・

一
・

四



岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

岐
阜
県
文
化
財
保
護
条
例(

昭
和
二
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
七
条
の
七
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
が
解
除
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

指
定
が
解
除
さ
れ
た
岐
阜
県
重
要
無
形
民
俗
文
化
財

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定(

平
成
二
十
年
岐

阜
県
告
示
第
百
三
十
二
号)

の
う
ち
、
次
の
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務

所
及
び
垂
井
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、

同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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岐
重

無
民

指
定
番
号

社
会
福
祉
法
人
日
本
保

育
協
会

東
京
都
千
代
田
区
麹
町

一
丁
目
六
番
地
二

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

民
俗

芸
能

種
目

白
鳥
の

拝
殿
踊

名

称

白
鳥
町
内
の
神
社
に
お
け
る
拝
殿
踊
り
と
し
て

江
戸
期
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
盆
踊
り
。

内

容

保
育
士
登
録
申

請
手
数
料
、
保

育
士
登
録
証
書

換
え
交
付
手
数

料
及
び
保
育
士

登
録
証
再
交
付

手
数
料

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

令
和
七
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

令
和
七
年

四
月
一
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
八
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
委
託
す
る
期
間

白
鳥
拝
殿
踊
り

保
存
会

技
芸
団
体

菩
提
田
谷

区

域

の

名

称

六
〇

り

不
破
郡
垂
井
町
岩
手

区

域

の

所

在

地

踊
り
演
目
は
、
源
助
さ
ん
、
シ
ッ
チ
ョ
イ
、
ヤ
ッ

サ
カ

(

八
ツ
坂)

、
猫
の
子
、
ド
ッ
コ
イ
サ

(

神

代)

、
ヨ
イ
サ
ッ
サ(

老
坂)

、
エ
ッ
サ
ッ
サ(

世

栄)

、
場
所
踊
り
の
八
種
目
。

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

土
石
流

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類



(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務

所
及
び
郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る

の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務

所
及
び
郡
上
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
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大
洞
３

�
ヌ
カ

桂
洞
２

大
洞
２

井
堀
平
２

小
矢
元
谷
川

頓
屋
敷

前
平
２

相
戸
川

上
田
11

上
田
10

大
原
５

大
原
４

白
山
７

梅
原
７

区

域

の

名

称

郡
上
市
美
並
町
上
田

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
三
戸

郡
上
市
美
並
町
梅
原

郡
上
市
美
並
町
上
田

郡
上
市
美
並
町
上
田

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
梅
原

区

域

の

所

在

地

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

の
名
称
及
び
住
所
又
は

事
務
所
の
所
在
地

大
洞
３

�
ヌ
カ

桂
洞
２

井
堀
平
２

小
矢
元
谷
川

頓
屋
敷

上
田
11

上
田
10

大
原
５

大
原
４

白
山
７

梅
原
７

区

域

の

名

称

郡
上
市
美
並
町
上
田

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
上
田

郡
上
市
美
並
町
上
田

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
美
並
町
大
原

郡
上
市
美
並
町
白
山

郡
上
市
美
並
町
梅
原

区

域

の

所

在

地

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

次
の
図
の
と
お
り

区
域
の
表
示
及

び
建
築
物
に
作

用
す
る
と
想
定

さ
れ
る
衝
撃
に

関
す
る
事
項

指
定
公
金
事
務
取
扱
者

に
委
託
す
る
期
間

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

土
石
流

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

急
傾
斜
地
の
崩
壊

土
砂
災
害
の
発
生

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類



公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(
平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英
１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
(iPad)

1,421台

入
出
力
支
援
装
置
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
３
月
５
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
４
月
14日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
吉
野
町
三
丁
目
８
番
地

株
式
会
社
エ
フ
ワ
ン

代
表
取
締
役
清
水
靖
彦

６
落
札
金
額
154,000,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
財
務
課
特
別
支
援
学
校
整
備
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
七
年
五
月
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

１
購
入
物
品
の
名
称
及
び
数
量

岐
阜
県
図
書
館
で
使
用
す
る
電
気
(予
定
数
量
)

1,532,773k

W
h

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
７
年
１
月
17日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
７
年
３
月
４
日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
豊
田
市
東
梅
坪
町
三
丁
目
１
番
地
５

お
い
で
ん
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役
松
原
俊
介

６
落
札
金
額
33,913,995円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
図
書
館
総
務
課

�
所
在
地
岐
阜
市
宇
佐
四
丁
目
２
番
１
号
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弁
護
士
法
人
一
番
町
綜

合
法
律
事
務
所

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾

井
町
三
番
一
二
号
紀
尾

井
町
ビ
ル
八
〇
二
号
室

岐
阜
県
選
奨
生

奨
学
金
、
岐
阜

県
高
等
学
校
奨

学
金
、
岐
阜
県

子
育
て
支
援
奨

学
金
及
び
岐
阜

県
高
等
学
校
定

時
制
課
程
通
信

制
課
程
修
学
奨

励
費
の
借
受
人

に
係
る
滞
納
金

令
和
七
年

三
月
十
八

日

令
和
七
年

三
月
十
八

日

令
和
七
年
四
月
一
日
か

ら
令
和
十
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
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令
和
七
年
五
月
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


